
   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の旅費の支給に関する要

綱 

昭和６３年３月３１日  

６２川総労第２７６号  

 （趣旨） 

１ この要綱は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（昭和６３年川崎市条例第１号。以下「外国派遣条例」という。）

第７条の規定に基づき、職員が外国に派遣される場合の旅費の支給に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（外国派遣職員の旅費） 

２ 外国派遣条例第７条の市長が定める旅費は、川崎市旅費支給条例（令和７

年川崎市条例第５７号）第２条第５号に規定する赴任の場合に支給される旅

費とする。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


